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令和３(2021)年１月 15 日  

 

 栃木県環境審議会 

  会長 山田 洋一 様 

 

 

栃木県環境審議会水質部会  

部会長 長尾 昌朋  

 

   令和３(2021)年度公共用水域及び地下水の水質測定計画について（報告） 

 このことについて、水質部会を下記のとおり開催し審議した結果、別添のとおり答申し

ましたので報告いたします。 

 

記 

 

１ 開催日時  

令和３(2021)年１月６日(水) 書面開催 

 

２ 参加者 

(1) 環境審議会委員 

   加賀 豊仁、堤 庸佐、長尾 昌朋、西山 緑 

 (2) 水質部会専門委員 

   柿井 一男、栗栖 太、松井 宏之 

 

３ 議題 

  令和３(2021)年度公共用水域及び地下水の水質測定計画の測定地点について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





令和３(2021)年度公共用水域及び地下水の水質測定計画の測定地点について 

 

１ 概要 

  本県の区域に属する公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を監視するため、水質汚

濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第 16 条第１項の規定に基づき、公共用水域及び地下

水の水質の測定に係る事項を定め、公共用水域及び地下水の水質測定計画（以下、「測定計

画」という。）を毎年作成する必要がある。 

 

２ 公共用水域の測定地点の考え方 

(1) 測定地点の設定について 

・ 利水地点 

・ 主要な汚濁水が河川に流入した後十分混合する地点及び流入河川の流入前の地点 

・ 支川が合流後十分混合する地点及び合流前の本川又は支川の地点 

・ 流水の分流地点 

・ その他必要に応じ設定する地点 

(2) 測定地点の絞り込み及び追加について 

   ア 絞り込み 

補助点及び同一水域内に２地点以上存在する環境基準点について、以下のすべてに 

該当する地点の絞り込みを検討する。 

・ ＢＯＤが過去 10 年間連続して環境基準を達成している。 

・ 同一水域内の下流の環境基準点と同類型の区分に該当する水質である。 

・ 上流と下流で利水が同じである。 

・ 同一水域内で複数の測定地点があり、最下流ではない。 

  イ 追加 

上流と下流で利水が異なる水域で、補助点の追加を検討する。 

 

３ 変更する測定地点 

 (1) 絞り込みによる削除 新国道四号下（江川上流水域） 

 (2) 追加        桑島大橋（鬼怒川（２）水域） 

 

４ 変更を踏まえた令和３(2021)年度の測定地点 

  次年度は、県内の 58 河川９湖沼において、下表及び図のとおりの地点での測定とする。 

表 令和３(2021)年度の測定地点数 

測定機関 

対象 
栃木県 宇都宮市 国土交通省 合計 

河川 62（12） 19（14） 20（６） 101（32） 

湖沼 13（10） ― ５（２） 18（12） 

合計 75（22） 19（14） 25（８） 119（44） 

※ （ ）内の数字は補助点の数を示す。 
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図 令和３(2021)年度の測定地点位置図 

 

：栃木県測定地点(62 地点) 

：国土交通省測定地点(20 地点) 

：環境基準点(66 地点) 

：宇都宮市測定地点(19 地点) 

追加 

削除 
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